
兵
庫
県
の
民
権
家
・
法
貴
発
に
つ
い
て

石
　
川
　
芳
　
己

一
、
は
じ
め
に

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
十
二
月
二
十
三
日
、
ひ
と
り
の
自
由
民
権
家
が
代
議
士
に
当
選
し
な
が
ら
一
度
も
登
院
す
る
こ
と
な

は
う
き
は
つ

く
死
ん
だ
。
丹
波
篠
山
の
法
貴
発
で
あ
る
。

法
貴
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
県
に
お
け
る
有
数
の
民
権
家
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
伝
記
類
や
本
格
的
な
研
究
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
近
年
、
「
自
由
民
権
百
年
」
を
契
機
と
し
て
全
国
各
地
で
自
由
民
権
運
動
家
の
掘
り
起
こ
し
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

法
童
も
よ
う
や
く
脚
光
を
浴
び
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

2

　

　

　

　

　

　

　

q

U

法
貴
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
長
倉
鳳
、
草
山
嵐
、
後
藤
矧
各
氏
の
も
の
が
あ
り
、
遺
稿
集
と
し
て
、
堅
田

精
司
編
『
法
貴
発
草
稿
集
』
が
あ
る
。

小
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
に
新
資
料
を
加
味
し
て
法
貴
の
経
歴
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
、
彼
の
著
作
活
動
と
民
権
運
動
史
上

に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
み
た
い
。

法
貴
の
生
涯
は
大
き
く
次
の
各
期
に
分
け
ら
れ
る
。

①
修
業
時
代
　
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
～
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
。
出
生
か
ら
大
蔵
省
出
仕
ま
で
。
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②
役
人
時
代
　
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
～
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
。

③
民
権
家
と
し
て
の
活
動
期
か
ら
死
ま
で
。
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
～
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
。

二
、
修
業
時
代

4

法
貴
発
は
弘
化
三
年
八
月
九
日
、
篠
山
藩
の
足
軽
法
貴
新
治
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
新
治
は
町
組
で
三
石
五
斗
二
町
。
見

隆
蔵
（
僚
蔵
か
）
、
妹
桂
、
弟
貞
吾
郎
が
あ
る
。
幼
時
か
ら
学
問
を
好
み
気
骨
機
才
が
あ
っ
て
言
論
を
好
ん
だ
。
数
え
年
で
八
歳
に
な

る
と
当
時
の
篠
山
藩
士
の
子
弟
は
必
ず
藩
校
に
入
り
、
十
五
歳
の
元
服
ま
で
在
学
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。
法
貴
も
藩
校
振
徳
望
で
駒

沢
撫
松
や
渡
辺
弗
浩
に
学
び
、
十
六
歳
の
と
き
京
都
に
出
て
塩
谷
芳
野
等
の
門
に
入
る
。
十
九
歳
で
昌
平
校
に
入
り
、
さ
ら
に
伊
勢

津
藩
の
土
井
聾
牙
、
佐
賀
の
武
富
妃
南
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

征
長
の
役
に
は
藩
主
に
従
っ
て
お
も
む
く
。

5

戊
辰
戦
争
の
時
に
は
志
士
と
と
も
に
国
事
に
奔
走
し
た
と
い
・
聖

二
十
三
歳
の
と
き
、
佐
賀
な
ど
九
州
各
地
（
柳
川
・
久
留
米
・
熊
本
）
を
遊
歴
す
る
。
佐
賀
の
武
富
妃
南
塾
で
は
、
中
井
桜
州
山
人
、

久
米
邦
武
ら
と
知
る
。
翌
年
、
鹿
児
島
の
兵
学
校
に
入
っ
た
。

廃
藩
後
、
丹
波
篠
山
に
帰
っ
て
兵
制
の
革
新
を
は
か
っ
た
と
い
う
。
一
時
、
藩
命
に
よ
り
、
藩
校
振
徳
望
の
三
等
教
授
に
任
ぜ
ら

6

れ
た
が
、
一
カ
月
た
た
な
い
う
ち
に
辞
職
し
て
い
か
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
、
上
京
し
て
大
蔵
省
に
出
仕
す
る
。

三
　
役
人
時
代
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7

法
貴
の
官
歴
は
次
の
と
お
り
で
あ
か
。

明
治
五
年
四
月
十
二
日

〃
　
六
年
三
月
二
十
七
日

〃
　
七
年
一
月
三
十
一
日

〃
　
八
年
三
月
十
五
日

〃
　
八
年
四
月
二
十
八
日

〃
　
八
年
十
一
月
十
日

〃
　
十
年
四
月
二
十
五
日

〃
　
十
年
八
月
一
日

〃
　
十
二
年
五
月
十
二
日

大
蔵
省
租
税
寮
十
五
等
出
仕

大
蔵
省
租
税
寮
権
少
属

静
岡
県
中
属

福
岡
県
十
等
出
仕

福
岡
県
中
属

福
岡
県
権
大
属

福
岡
県
一
等
属

福
岡
県
一
等
属
五
課
長

福
岡
県
一
等
属
を
依
願
免
官

160

00

福
岡
県
五
課
長
と
は
学
務
課
長
の
職
務
を
い
・
誉

9

官
僚
と
し
て
の
法
貴
は
若
く
し
て
左
院
に
建
白
を
行
う
な
ど
の
才
能
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
有
。
し
か
し
、
こ
の
建
白
の
た
め
で

あ
ろ
う
、
福
岡
県
に
転
任
す
る
。

当
時
の
福
岡
県
令
は
渡
辺
清
で
あ
る
。
渡
辺
は
、
法
貴
が
大
蔵
省
在
職
時
に
大
蔵
大
丞
を
つ
と
め
て
い
た
。

福
岡
県
庁
在
職
中
に
は
、
明
治
九
年
に
秋
月
の
乱
、
同
十
年
に
西
南
戦
争
と
難
問
が
山
積
し
た
が
、
法
貴
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
県
令

代
理
、
臨
時
裁
判
予
備
係
と
し
て
こ
れ
が
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
。

ま
た
、
明
治
十
年
の
福
岡
県
騒
擾
の
時
に
も
二
等
属
と
し
て
功
績
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
法
貴
は
、
地
方
官
僚
と
し
て
能
吏
で
あ
り
か
つ
ま
た
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
肺
患
の
た
め



に
辞
官
。
お
そ
ら
く
官
僚
と
し
て
の
激
務
が
過
労
を
重
ね
る
形
で
体
を
こ
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
肺
患
は
宿
病
と
な
り
、

つ
い
に
は
こ
れ
が
た
め
に
失
命
す
る
の
で
あ
る
。
辞
官
し
た
明
治
十
二
年
の
福
岡
県
職
員
録
（
三
月
二
十
五
日
改
）
　
に
よ
れ
ば
、
法

貴
は
、
県
令
渡
辺
清
、
少
書
記
宮
森
醇
に
つ
い
で
ナ
ン
バ
ー
3
の
実
力
あ
る
地
位
に
ま
で
累
進
し
て
い
る
。
こ
の
時
三
十
一
歳
の
若

さ
で
あ
る
。
や
む
な
く
帰
郷
し
た
法
貴
は
健
康
回
復
に
つ
と
め
な
が
ら
子
弟
の
教
育
に
あ
た
っ
た
。

七
年
間
の
役
人
生
活
で
培
養
し
た
行
政
官
と
し
て
の
実
務
能
力
と
現
実
政
治
に
対
す
る
批
判
力
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
の
森
岡
日
日
純
兵
庫
県
令
罷
免
要
求
書
や
明
治
十
二
年
の
『
官
令
類
編
』
の
著
述
か
ら
み
て
い
え
る
こ
と
で

あ
る
。

四
　
民
権
家
と
し
て

法
貴
が
民
権
運
動
と
か
か
わ
り
を
も
つ
の
は
、
明
治
十
二
年
三
月
愛
国
社
第
二
回
大
会
（
大
阪
）
に
丹
後
宮
津
の
天
橋
義
塾
の
代
表

㈹

と
し
て
参
加
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
法
貴
と
天
橋
義
塾
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
法
貴
が
辞
官
し
た
の
は
同
年

五
月
で
あ
る
か
ら
、
福
岡
県
庁
の
高
官
が
福
岡
か
ら
上
阪
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
法
貴
は
同
年
三
月
以
前
に
帰
郷
し

て
療
養
に
専
念
し
て
い
た
と
患
わ
れ
る
。

法
貴
が
民
権
運
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
契
機
は
、
同
年
八
月
の
尊
宝
寺
演
説
禁
止
事
件
で
あ
る
。
篠
山
町
の
同
寺
で
お
こ
な
っ

た
法
貴
の
演
説
に
対
し
て
森
岡
兵
庫
県
令
が
「
自
今
管
内
二
於
テ
演
説
令
禁
止
候
事
」
と
達
し
た
こ
と
へ
の
抗
議
行
動
で
あ
る
。
再

三
の
県
令
へ
の
抗
議
を
無
視
さ
れ
た
法
貴
は
各
新
聞
社
に
投
書
す
る
。
そ
の
後
、
法
貴
は
森
岡
県
令
の
失
政
を
批
判
し
て
い
る
が
、

明
治
十
四
年
～
十
六
年
こ
ろ
、
当
時
の
内
務
卿
山
田
顕
義
に
対
し
て
森
岡
を
罷
免
す
る
請
求
書
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
八
項
目
に
わ
た

〃
H
u

る
具
体
例
を
あ
げ
て
県
令
を
罷
免
す
る
よ
う
に
迫
っ
て
い
る
。
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「
－

明
治
十
三
年
四
月
十
七
日
の
「
国
会
を
開
設
す
る
の
允
可
を
上
願
す
る
書
」
に
法
貴
の
名
が
み
え
有
。

「
兵
庫
県
丹
波
国
多
紀
郡
　
立
町
尊
宝
寺
自
治
社
三
十
名
総
代
　
同
国
同
郡
山
内
町
四
十
一
番
地
士
族
　
法
貴
　
発
」

こ
の
自
治
社
が
同
年
一
月
に
結
成
さ
れ
た
ば
か
り
の
地
方
政
社
で
あ
る
。
の
ち
、
自
治
社
は
明
治
十
五
年
二
月
に
自
治
党
へ
と
発

展
し
、
本
格
的
な
民
権
派
の
政
治
結
社
と
し
て
の
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

自
治
党
は
そ
の
趣
意
書
に
次
の
よ
う
に
そ
の
目
的
を
述
べ
て
い
か
。

「
人
民
ノ
自
由
ヲ
保
護
ス
ル
所
ノ
制
度
ノ
一
ハ
地
方
自
治
是
レ
ナ
リ
而
シ
テ
各
人
一
個
ノ
自
由
ノ
保
護
ス
ル
ノ
制
度
ハ
自
治
ノ
制

無
ク
ン
バ
行
ハ
レ
ズ
又
自
治
ノ
制
ハ
各
人
一
個
自
由
ノ
保
護
堅
固
ナ
ラ
ザ
レ
バ
立
ツ
事
ナ
シ
」

つ
づ
い
て
、
五
千
字
以
上
に
及
び
西
欧
の
自
治
制
度
に
つ
い
て
述
べ
、
就
中
英
国
の
地
方
自
治
権
を
強
張
し
て
、
わ
が
国
の
地
方

自
治
の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
る
。

自
治
党
の
組
織
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
だ
が
、
党
則
に
よ
れ
ば
覚
事
務
局
と
し
て
自
治
合
を
お
き
、
自
治
舎
総
理
が
会
議
を
召

胡ハ
u

集
し
た
。
加
入
は
自
由
で
あ
り
、
盟
約
書
に
記
名
捺
印
す
れ
ば
よ
い
。
明
治
十
四
年
当
時
の
党
員
数
は
約
二
百
名
程
度
で
、
皆
相

応
の
財
産
あ
る
者
で
あ
っ
ね
。
こ
の
こ
と
は
、
法
貴
の
民
権
家
と
し
て
の
立
場
と
地
方
政
社
自
治
覚
の
階
級
的
基
盤
を
示
唆
す
る
。

ま
た
、
法
貴
は
、
自
学
舎
な
る
塾
を
ひ
ら
い
て
憲
法
研
究
を
続
け
、
釆
た
る
べ
き
憲
法
制
定
に
そ
な
え
た
が
、
私
擬
憲
法
草
案
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

㈹

自
由
党
で
は
片
岡
健
吉
ら
と
行
動
を
と
も
に
し
た
。
片
岡
は
丹
波
遊
説
の
節
に
は
法
貴
宅
へ
一
泊
し
て
い
る
。

ま
た
、
板
垣
退
助
や
大
井
憲
太
郎
ら
の
自
由
党
幹
部
と
も
つ
な
が
り
を
も
っ
た
。
近
畿
自
由
党
や
関
西
倶
楽
部
に
も
関
係
し
て
お

り
、
大
阪
に
た
び
た
び
赴
い
て
い
る
。
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国
会
開
設
ま
え
の
地
方
民
権
家
の
政
治
舞
台
は
地
方
議
会
で
あ
っ
た
。
法
責
も
、
明
治
十
三
年
十
一
月
か
ら
同
十
五
年
五
月
ま
で

と
明
治
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
明
治
二
十
一
年
九
月
ま
で
の
二
回
に
わ
た
り
通
算
二
年
四
カ
月
間
、
多
紀
郡
選
出
の
兵
庫
県
会
議

判
り

ハ
H
u

員
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
十
四
年
二
月
の
臨
時
県
会
で
は
備
荒
儲
蓄
規
則
が
審
議
さ
れ
た
が
、
自
由
党
の
法
貴
は
徴
収
・
管
守
・
支
出
の
権
を
人
民
に

掌
握
す
る
よ
う
に
修
正
動
議
を
出
し
た
。
こ
の
法
貴
の
動
議
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
二
日
間
に
わ
た
っ
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、

民
権
派
に
対
す
る
反
発
が
強
く
結
局
法
貴
の
修
正
動
議
は
出
席
議
員
わ
ず
か
七
名
の
賛
成
の
み
で
否
決
さ
れ
た
。
六
月
に
開
か
れ
た

ん
H
H
u
r

郡
部
会
で
は
、
法
貴
は
郡
警
察
費
の
大
削
減
案
を
提
出
し
た
が
、
否
決
さ
れ
た
。

明
治
十
六
・
十
七
年
は
全
国
的
に
は
自
由
民
権
運
動
が
激
化
、
分
裂
し
て
ゆ
く
が
、
法
貴
は
片
岡
健
吉
と
と
も
に
十
七
年
六
月
に

関
西
自
由
党
の
挽
回
を
策
し
た
。
し
か
し
、
同
年
十
月
、
つ
い
に
自
由
党
は
解
党
し
た
。
法
貴
は
こ
の
と
き
解
党
に
反
対
し
た
が
板

垣
に
説
得
さ
れ
て
同
意
し
ね
。

そ
の
後
、
三
大
事
件
建
白
運
動
が
お
こ
る
。

り
し

法
貴
も
病
を
お
し
て
精
力
的
に
建
白
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
足
跡
は
「
元
老
院
行
日
記
」
　
に
詳
し
い
。
し
か
し
、
保
安
条

例
に
よ
っ
て
帝
都
を
追
放
さ
れ
帰
郷
し
た
法
貴
は
翌
二
十
一
年
一
月
県
議
と
な
っ
た
。

明
治
二
十
二
年
二
月
に
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
せ
ら
れ
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
が
公
布
さ
れ
る
や
法
貴
は
代
議
士
当
選
を
め
ざ

し
て
選
挙
準
備
に
と
り
か
か
る
。

法
血
員
の
選
挙
区
の
兵
庫
三
区
（
氷
上
郡
・
多
紀
郡
）
　
で
は
総
選
挙
に
備
え
て
次
の
よ
う
な
地
方
政
社
が
組
織
さ
れ
た
。
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m
〃

〃
し

氷
上
郡
改
進
党
（
愛
国
同
志
会
）
　
明
治
二
十
一
年
十
月
。

コめHur

益
友
会
（
自
治
協
会
）
　
明
治
二
十
二
年
十
一
月
。

卦“
し

氷
上
自
由
倶
楽
部
（
氷
上
愛
国
自
由
倶
楽
部
）
　
明
治
二
十
三
年
四
月
。

法
貴
は
明
治
二
十
三
年
四
月
に
は
す
で
に
い
わ
ゆ
る
手
紙
戦
術
に
よ
っ
て
有
権
者
に
投
票
を
依
頼
し
、
票
読
み
体
制
に
入
っ
て
い

る
。
立
候
補
者
は
法
貴
（
自
由
党
）
、
田
艇
吉
（
益
友
会
）
、
園
田
多
祐
（
保
守
中
正
派
）
、
飯
田
三
郎
（
改
進
党
）
、
山
川
善
太
郎

（
自
由
党
）
の
五
名
。
同
年
七
月
一
日
投
票
、
法
貴
が
当
選
し
た
。

当
選
後
の
法
貴
の
周
辺
は
あ
わ
た
だ
し
く
な
る
。
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
自
由
党
神
戸
懇
親
会
、
庚
寅
倶
楽
部
大
会
、
立
憲
自

由
党
結
成
式
等
へ
の
呼
び
か
け
や
案
内
が
殺
到
す
る
。

し
か
し
、
法
貴
は
こ
れ
ら
に
応
じ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
し
て
も
病
に
倒
れ
た
の
で
あ
る
。

五
　
そ
の
死

宿
癖
を
か
え
り
み
ず
選
挙
戦
で
か
な
り
の
無
理
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
病
状
は
お
も
わ
し
く
な
く
十
一
月
二
十
五
日
召
集
の
第
一

回
議
会
に
登
院
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
板
垣
は
「
死
を
賭
し
て
上
京
せ
よ
」
と
再
三
電
報
を
打
っ
た
。
つ
い
に
、
明
治
二
十

三
年
十
二
月
二
十
三
日
午
後
四
時
、
篠
山
町
山
内
町
四
十
二
番
地
の
自
宅
で
死
去
し
た
。
享
年
四
十
七
歳
。
篠
山
法
昌
寺
の
墓
銘
に

は
、
「
民
権
首
唱
者
衆
議
院
議
員
法
貴
発
墓
」
と
あ
る
。

m
W
7

の
W

翌
年
一
月
十
日
、
衆
議
院
議
長
中
島
信
行
か
ら
追
悼
電
報
が
発
せ
ら
れ
た
。
同
月
十
五
日
の
補
選
で
は
相
原
の
田
艇
吉
が
当
選

倒

し
た
。
法
貴
家
は
印
南
郡
大
塩
村
八
木
六
郎
が
入
っ
て
嗣
い
だ
。
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六
　
著
作
活
動

法
貴
の
論
稿
は
『
草
稿
集
』
　
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
刊
本
と
し
て
は
次
の
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。

①
『
鑑
英
史
沿
革
表
論
』
明
治
六
年
。
東
京
書
蝉
。

大
蔵
省
租
税
寮
在
職
中
に
出
版
。
十
一
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
英
国
史
を
王
家
・
議
会
・
教
会
に
整
理
。
国
会
図
書
館
蔵
。

②
『
官
令
類
編
』
明
治
十
二
年
七
月
。
国
会
図
書
館
蔵
。

福
岡
県
庁
在
職
時
に
出
版
。
官
吏
の
た
め
の
法
規
集
。

細

③
『
国
安
論
』
明
治
十
三
年
六
月
。
篠
山
町
立
本
郷
図
書
館
蔵
。

④
『
日
本
外
史
弁
妄
』
明
治
二
十
年
六
月
。
国
会
図
書
館
蔵
。

頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
を
批
判
し
た
も
の
。

こ
の
ほ
か
に
、
『
政
論
提
要
』
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
未
見
で
あ
る
。

七
　
お
わ
日
ソ
に

れ
り

亡

法
貴
に
は
大
衆
的
基
盤
が
欠
け
て
い
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。

士
族
民
権
家
あ
る
い
は
士
族
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
法
貴
は
丹
波
の
地
域
に
根
ざ
し
た

地
道
な
地
方
政
治
の
実
践
家
で
あ
り
、
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
。

地
方
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
た
え
ず
中
央
と
の
連
携
を
と
り
自
由
党
と
行
動
を
と
も
に
し
て
地
方
自
治
の
確
立
の
た
め
に
奮
闘

し
た
の
で
あ
る
。
念
願
の
国
会
へ
の
切
符
を
手
に
し
た
だ
け
に
そ
の
死
が
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
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法
貴
の
民
権
家
と
し
て
の
足
跡
は
、
ま
さ
に
兵
庫
県
に
お
け
る
自
由
民
権
の
歴
史
で
も
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
最
大
の
政
治
目
標

だ
っ
た
国
会
の
開
設
と
と
も
に
世
を
去
っ
た
、
い
わ
ば
、
民
権
と
と
も
に
生
き
民
権
と
と
も
に
没
し
た
、
そ
れ
が
法
童
発
で
あ
る
。

参
考
文
献
（
法
貴
の
著
作
は
除
く
）

『
法
貴
発
草
稿
集
』
堅
田
精
司
編
、
昭
和
三
十
九
年
。

『
兵
庫
県
警
察
史
（
明
治
大
正
編
）
』
兵
庫
県
警
察
本
部
編
、
昭
和
四
十
七
年
。

『
丹
波
人
物
史
』
松
井
拳
堂
、
昭
和
三
十
五
年
。

『
兵
庫
県
人
物
辞
典
（
下
）
』
の
じ
ぎ
く
文
庫
、
昭
和
四
十
三
年
。

『
兵
庫
県
百
年
史
』
兵
庫
県
、
昭
和
四
十
二
年
。

『
兵
庫
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
昭
和
四
十
六
年
。

『
故
郷
燃
え
る
④
明
治
篇
』
神
戸
新
聞
社
、
昭
和
四
十
六
年
。

『
自
由
党
史
』
板
垣
退
助
編
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
四
十
二
年
。

『
兵
庫
県
全
史
』
明
治
三
十
七
年
。

『
氷
上
郡
政
界
物
語
』
丹
波
新
聞
社
、
昭
和
四
十
六
年
。

『
天
皇
制
形
成
期
の
民
衆
闘
争
』
後
藤
靖
、
青
木
書
店
、
昭
和
五
十
五
年
。

『
現
代
兵
庫
県
人
物
史
』
田
住
豊
四
郎
、
明
治
四
十
四
年
。

『
丹
波
氷
上
郡
志
』
丹
波
史
談
会
、
昭
和
二
年
。

（3）（2）（1）註

長
倉
保
「
明
治
十
四
年
前
後
に
お
け
る
地
方
自
治
と
民
権
運
動
－
初
期
兵
庫
県
会
を
中
心
に
」
『
兵
庫
史
学
』
二
〇
・
二
一
号
。

『
兵
庫
県
警
察
史
（
明
治
大
正
編
）
』
兵
庫
県
警
察
本
部
編
、
昭
和
四
十
七
年
。

後
藤
靖
「
自
由
民
権
運
動
と
警
察
活
動
－
丹
波
篠
山
地
方
を
中
心
に
」
『
天
皇
制
形
成
期
の
民
衆
闘
争
』
（
青
木
書
店
、
昭
和
五
十
五
年
）
所
収
。



9）（8）　（7）（6）（5）（4）

『
篠
山
藩
明
細
録
』
（
明
治
初
年
か
）
篠
山
町
立
本
郷
図
書
館
蔵
。

「
法
貴
発
小
伝
」
『
法
貴
発
草
稿
集
』
所
収
、
一
五
五
貢
。

「
青
山
公
に
呈
す
る
書
」
『
法
貴
発
草
稿
集
』
所
収
、
五
九
貢
。

『
壬
申
五
月
改
官
員
全
書
』
『
明
治
六
年
大
蔵
省
官
員
録
』
『
建
白
書
（
一
）
明
治
七
年
』
『
福
岡
県
職
員
録
』
『
明
治
十
二
年
府
県
判
任
官
進
退
録
』

に
よ
る
。
い
ず
れ
も
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

『
福
岡
県
警
察
史
（
明
治
大
正
編
）
』
昭
和
五
十
三
年
、
四
四
三
頁
。

明
治
七
年
一
月
三
十
一
日
、
静
岡
県
中
属
の
法
貴
発

（
二
十
七
歳
五
カ
月
）
　
は
「
官
職
上
ノ
権
限
ヲ
立
テ
ン
「
ヲ
講
フ
ノ
議
」
な
る
建
白
書
を
左
院

伽　脚　位カ　即　位ゆ（19）（18）㈹　仕6）q5）（14）（13）（12）的（10）

に
提
出
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
。

板
垣
『
自
由
党
史
』
（
岩
波
文
庫
、
上
）
　
二
六
三
頁
。

『
法
貴
発
草
稿
集
』
五
四
頁
。

板
垣
『
自
由
党
史
』
（
岩
波
文
庫
、
上
）
　
三
〇
〇
貢
。

『
法
貴
発
草
稿
集
』
三
〇
頁
。

同
上
書
三
八
頁
。

同
上
書
五
三
頁
。

『
片
岡
健
吉
日
記
』
高
知
市
民
図
書
館
刊
、
七
七
頁
。

『
兵
庫
県
全
史
』
一
一
四
貢
。

前
掲
、
長
倉
論
文
。

板
垣
『
自
由
党
史
』
（
岩
波
文
庫
、
下
）
七
五
頁
。

『
法
貴
発
草
稿
集
』
所
収
、
七
六
貢
。

飯
田
三
郎
が
中
心
人
物
。

氷
上
郡
長
を
長
く
つ
と
め
た
田
艇
吉
が
中
心
人
物
。

植
木
致
一
ら
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
。

『
官
報
』
第
二
二
五
八
号
、
明
治
二
十
四
年
一
月
十
二
日
。
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個
　
法
貴
六
郎
。
の
ち
陸
軍
軍
医
監
、
大
阪
・
京
都
各
衛
成
病
院
長
等
を
歴
任
。

㈱
　
『
法
貴
発
草
稿
集
』
に
原
稿
が
あ
る
。
四
二
五
以
下
。

帥
　
「
兵
庫
県
の
自
由
民
権
運
動
と
そ
の
時
代
」
『
兵
庫
県
の
歴
史
』
十
三
所
収
、
四
七
頁
。

（
初
出
『
歴
史
手
帖
』
昭
和
五
十
九
年
八
月
号
）


